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(57)【要約】
【課題】軒樋を安定に且つ高い支持強度にて保持でき、
上下何れから突発的な応力が加えられても軒樋やカバー
材の破損等を防止できる軒先構造、及びその施工法を提
供する。
【解決手段】本発明は、基端が建築物の躯体５Ａに固定
されると共に、軒先側へ延在する支持材２と、支持材２
に設けた取付支持部２１に、建築物側の側面１３が支持
される軒樋１と、該軒樋１の開放上面を覆うカバー材３
と、からなる軒先構造であって、軒樋１の軒先端には、
支持材２の軒端２４に係合され、更にカバー材３の下端
３２と連絡される係合部１４が設けられていることを特
徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基端が建築物の躯体に固定されると共に、軒先側へ延在する支持材と、
　前記支持材に設けた取付支持部に、建築物側の側面が支持される軒樋と、
　該軒樋の開放上面を覆うカバー材と、からなる軒先構造であって、
　前記軒樋の軒先端には、前記支持材の軒端に係合され、更に前記カバー材の下端と連絡
される係合部が設けていることを特徴とする軒先構造。
【請求項２】
　支持材の取付支持部は、下方から挿着可能な溝状空間に形成されていることを特徴とす
る請求項１に記載の軒先構造。
【請求項３】
　カバー材の上端は、建築物の外装下地に固定されていることを特徴とする請求項１又は
２に記載の軒先構造。
【請求項４】
　請求項１～３の何れか一項に記載の軒先構造を施工する方法であって、
　支持材の基端を固定すると共に他端を軒先側へ延在させる第１の工程と、
　前記支持材に設けた取付支持部に、軒樋の建築物側の側面が支持され、前記支持材の軒
先端に前記軒樋の軒先端が係合させるように配設する第２の工程と、
　前記軒樋の開放上面を覆うようにカバー材を臨ませ、その下端を前記軒樋の軒先端と連
絡する第３の工程と、からなることを特徴とする軒先構造の施工法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、軒樋を安定に且つ高い支持強度にて保持でき、上下何れから突発的な応力が
加えられても軒樋やカバー材の破損等を防止できる軒先構造、及びその施工法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、屋根の樋としては、軒先に設ける軒樋が一般的に広く知られている。
　この軒樋を固定する構造（機構）としては、例えば特許文献１～３等に示されるものが
広く知られている。
　特許文献１には、軒樋と軒先前面との間隔をその下方において閉塞するカバー材を取り
付け、該カバー材に設けた支持片（係止部）にて軒樋の一方の側面の上端（耳部）を係止
する構造が記載されている。
　特許文献２には、建物の外壁に固定する軒樋支持装置６に対し、多孔体５を含む上側部
材３を上面側に、軒体本体１である下側部材４を吊り保持する構造が記載されている。
　特許文献３には、外壁等に固定する軒樋カバー固定具１の基端側に軒樋Ｎの軒先側の側
面の上端を吊り保持し、軒樋Ｎの他方側の側面の上端を上方からくわえ込むように固定す
る構造が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平５－３８１５３号公報
【特許文献２】特開２０００－２９１２１３号公報
【特許文献３】特許第５２３４２７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記特許文献１の構造では、軒樋自身の重量や雨水等による荷重も取付
部である耳部に集中するため、軒先としての意匠性が乏しく、雨水を受けるためだけの機
能のみを採用したものであり、見栄えが悪く、意匠性に乏しいものであった。
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　また、前記特許文献２の構造では、軒樋支持装置６に軒樋本体１等の下側部材４を吊り
保持するので、この軒樋支持装置６の固定部分に、軒樋本体１の自重や全ての荷重が集中
するため、片持ち状となって、降雪時等に破損する恐れのあるものであった。
　さらに、前記特許文献３の構造でも、軒樋カバー固定具１の固定部４に、軒樋Ｎの自重
や全ての荷重が集中するため、片持ち状となって、降雪時等に破損する恐れのあるもので
あった。
【０００５】
　そこで、本発明は、軒樋を安定に且つ高い支持強度にて保持でき、上下何れから突発的
な応力が加えられても軒樋やカバー材の破損等を防止できる軒先構造、及びその施工法を
提案することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、上記に鑑み提案されたものであって、基端が建築物の躯体に固定されると共
に、軒先側へ延在する支持材と、前記支持材に設けた取付支持部に、建築物側の側面が支
持される軒樋と、該軒樋の開放上面を覆うカバー材と、からなる軒先構造であって、前記
軒樋の軒先端には、前記支持材の軒端に係合され、更に前記カバー材の下端と連絡される
係合部が設けられていることを特徴とする軒先構造を提案するものである。
【０００７】
　また、本発明は、前記軒先構造において、支持材の取付支持部は、下方から挿着可能な
溝状空間に形成されていることを特徴とする軒先構造をも提案する。
【０００８】
　また、本発明は、前記軒先構造において、カバー材の上端は、建築物の外装下地に固定
されていることを特徴とする軒先構造をも提案する。
【０００９】
　さらに、本発明は、前記軒先構造を施工する方法であって、支持材の基端を固定すると
共に他端を軒先側へ延在させる第１の工程と、前記支持材に設けた取付支持部に、軒樋の
建築物側の側面が支持され、前記支持材の軒先端に前記軒樋の軒先端が係合させるように
配設する第２の工程と、前記軒樋の開放上面を覆うようにカバー材を臨ませ、その下端を
前記軒樋の軒先端と連絡する第３の工程と、からなることを特徴とする軒先構造の施工法
をも提案するものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の軒先構造は、軒樋の建築物側の側面を、建築物の躯体に固定した支持材の取付
支持部を支持させ、軒先端に設けた係合部を、支持材の軒端に係合させている構造であっ
て、軒樋の左右端を安定に保持できる。さらに、軒樋とカバー材との間に支持材を介在さ
せたので、下面側から突発的な応力が加えられても、この支持材の補強作用で軒樋の破損
等を防止することができる。特に側面視が略三角状の支持材を用い、カバー材を支持する
ようにした場合には、上面側から突発的な応力が加えられても、この支持材の補強作用で
カバー材の破損等を防止することができる。
【００１１】
　また、支持材の取付支持部は、下方から挿着可能な溝状空間に形成されている場合、該
溝状空間に対して軒樋の建築物の側面を下方から容易に取り付けることができる。
【００１２】
　また、カバー材の上端は、建築物の外装下地に固定されている場合、カバー材が軒樋や
支持材を引っ張るように保持する役目を果たすので、各部材の一体性が極めて高くなり、
且つ支持強度が極めて高いものとなる。
【００１３】
　更に、前記軒先構造の施工法は、第１～第３の何れの工程も、特殊な治具や装置等を用
いることもなく容易に実施でき、前述のように有用な軒先構造を施工できる。
【図面の簡単な説明】
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【００１４】
【図１】（ａ）本発明の第１実施例の軒先構造を示す側断面図、（ｂ）それに用いた支持
材及び軒樋を示す側面図、（ｃ）それに用いたカバー材及び吊子の側面図である。
【図２】（ａ）第２実施例の支持材を示す斜視図、（ｂ）その側面図、（ｃ）その平面図
、（ｄ）その折り曲げ成形前の展開図、（ｅ）軒樋を示す側面図である。
【図３】（ａ）第３実施例の支持材及び軒樋を示す側面図、（ｂ）それらを用いた軒先構
造の一例を示す側断面図である。
【図４】（ａ）第４実施例の支持材及び軒樋を用いた軒先構造を示す側断面図、（ｂ）そ
れに用いた軒樋を示す側面図、（ｃ）第５実施例の支持材を示す斜視図、（ｄ）その側面
図である。
【図５】第５実施例の支持材を用いた一例の軒先構造を示す側断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の軒先構造は、基端が建築物の躯体に固定されると共に、軒先側へ延在する支持
材と、前記支持材に設けた取付支持部に、建築物側の側面が支持される軒樋と、該軒樋の
開放上面を覆うカバー材と、からなる軒先構造であって、前記軒樋の軒先端には、前記支
持材の軒端に係合され、更に前記カバー材の下端と連絡される係合部が設けられているこ
とを特徴とする。
【００１６】
　本発明の軒先構造は、該軒先構造の表裏の化粧面を形成する軒樋やカバー材の内部又は
裏面側に、支持材を用いたものであり、軒樋やカバー材としては、専ら通し材を用いるが
、複数の組み合わせであってもよく、各種の金属板材や硬質樹脂成形板等が用いられる。
一方、支持材としては、専ら短幅材を所定間隔で複数用いるが、高い支持強度を求められ
るので、その耐久強度を備える金属金具や厚肉の樹脂成形品等が用いられ、例えば後述す
る図示実施例に示すように略三角状の金属板材の周辺を略直交状に折り曲げ加工した成形
品でもよい。
【００１７】
　前記軒樋は、雨水等を排水する内部空間（排水部）を有するものであり、底面と二つの
側面とからなる断面略Ｕ字状に形成され、建築物側の側面が、建築物の躯体に固定した支
持材に取り付けられ、軒先側には、係合部が設けられる構成である。
　この軒樋の排水部は、前述のように内部空間全体を指すが、通常程度の降雨であれば、
底面近傍のみを雨水等が流れるようにし、その上方に支持材が配設されるようにすること
が望ましい。底部近傍の上方に支持材が配置されることにより、支持材の下方部分が常に
雨水に浸っている状態を回避でき、特に金属板材等の成形品である場合等における腐食等
を極力避けることができる。
【００１８】
　また、前記軒樋の係合部は、後述する図示実施例では、上方へ折り返して形成されたも
のであるが、カバー材の下端に連絡（接続）されるものであればその具体的形状を限定す
るものではない。この係合部が、カバー材の下端に連絡（接続）されるので、軒樋の軒先
端をカバー材で引っ張るように保持する構造となる。
　この係合部が、後述する図示実施例のように支持材の軒先端に係合される場合には、カ
バー材は軒樋ばかりでなく支持材をも引っ張るように保持するので、支持強度は更に高く
なる。
【００１９】
　前記カバー材は、前記軒樋の開放上面を覆う部材であって、軒樋の内部に降雪が堆積し
たり、落ち葉等が侵入、堆積することを防止する部材であり、特にその材質（材料）を限
定するものではなく、前述のように通し材でもよいし複数の組み合わせでもよい。なお、
このカバー材は、軒樋の開放上面の全面を覆うものでも一部のみを覆うものでもよい。
　このカバー材の表面には、雨水を内部へ導く導水口、例えば小径のスリット孔が形成さ
れ、該導水口の存在により、降雪の堆積や落ち葉等の浸入の防止も果たされる。
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　このカバー材としては、経年の使用により脱離や飛散しないものであれば、金属メッシ
ュ材（金網状材）でもよい。この金属メッシュ材の開口寸法については、前記導水口と同
様に広過ぎると落ち葉等の侵入が生じるため、その侵入を防止して雨水を導水できるもの
であればよい。
　なお、脱離や飛散を防止する部位を、このカバー材に形成してもよいし、前記軒樋又は
支持材に設けていてもよい。
【００２０】
　前記支持材は、基端が建築物の躯体に固定されると共に、他端が軒先側へ延在する部材
であって、前記軒樋の内部、望ましくは常時排水部の上方に配設されるものである。
　この支持材としては、後述する図示実施例に示すように側面視が略三角状に形成される
ことが望ましいが、この場合、その傾斜状辺の上方にカバー材が沿い、その底辺の下方に
軒樋が配設されるので、カバー材の上方から、或いは軒樋の下方から突発的な応力が加え
られた際に、この支持材で軒樋やカバー材の破損等を防止することができる。即ちこの支
持材は、軒樋やカバー材の補強材としても作用するものである。
【００２１】
　この支持材の軒先端には、後述する図示実施例のように前記軒樋に形成される係合部が
係合する場合がある。この場合には、前記カバー材は軒樋ばかりでなく支持材をも引っ張
るように保持する。また、軒樋と支持材との一体性も向上する。
【００２２】
　この支持材には、基端に建築物の躯体に固定するための固定部と、前記軒樋の建築物側
の側面が取り付けられる取付支持部が設けられるが、これらの固定部や取付支持部につい
ては、特に形状等を限定するものではないし、それぞれ複数設けてもよい。
　後述する図示実施例では、縦片に固定具を打ち込む部分を固定部とし、軒樋の建築物側
の側面の下端を載置状に受ける部分を下方取付部とし、側面の上端を折り返した部分の下
端を掛止状に受ける部分を上方取付部としたが、特にこれらに限定するものでもない。
　なお、前記取付支持部を、下方から挿着可能な溝状空間に形成した場合、該溝状空間に
対して軒樋の建築物の側面を下方から容易に取り付けることができる。
【００２３】
　これらの部材から構成される軒先構造を施工する方法は、以下の通りである。
　まず、第１の工程として、支持材の基端を固定すると共に他端を軒先側へ延在させる。
　次に、第２の工程として、前記支持材に設けた取付支持部に、軒樋の建築物側の側面が
支持され、前記支持材の軒先端に前記軒樋の軒先端が係合させるように配設する。
　最後に、第３の工程として、前記軒樋の開放上面を覆うようにカバー材を臨ませ、その
下端を前記軒樋の軒先端と連絡する。
【００２４】
　以上説明した本発明の軒先構造は、基端に建築物の躯体に固定した支持材に、軒樋の建
築物側の側面を取り付け、軒先端に設けた係合部を、支持材の軒端に係合させている構造
であって、軒樋の左右端を安定に保持できる。さらに、軒樋の内部に支持材が配設されて
いるので、下面側から突発的な応力が加えられても、この支持材の補強作用で軒樋の破損
等を防止することができる。特に側面視が略三角状の支持材を用い、カバー材を支持する
ようにした場合には、上面側から突発的な応力が加えられても、この支持材の補強作用で
カバー材の破損等を防止することができる。
【００２５】
　さらに、カバー材の上端が、建築物の外装下地に固定されている場合には、カバー材は
軒樋や支持材をも引っ張るように保持するので、支持強度が極めて高くなり、カバー材を
含めた三部材の一体性も向上する。
【実施例１】
【００２６】
　図１（ａ）に示す本発明の第１実施例の軒先構造は、基端が建築物の躯体５Ａに固定さ
れると共に、軒先側へ延在する支持材２と、前記支持材２に設けた取付支持部２６に、建
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築物側の側面１３が支持される軒樋１と、該軒樋１の開放上面を覆うカバー材３と、から
なる。
【００２７】
　前記軒樋１は、雨水等を排水する内部空間（排水部）を有する通し材であり、底面１１
と二つの側面１２，１３とからなる断面略Ｕ字状に形成され、建築物側の側面１３が、建
築物の躯体５Ａに固定した支持材２に取り付けられ、軒先側には、表面側へ折り返し状の
係合部１４が設けられる構成である。
　第１実施例における軒樋１の排水部（内部空間）は、図１（ｂ）や図２（ｅ）に示すよ
うに略水平状の底面１１の軒先側（図面では左側）に、傾斜面１２１と水平面１２２とで
構成される段状の側面１２が形成され、前記底面１１の建築物側（図面では右側）には、
略垂直状に起立する側面１３が形成され、これらの底面１１及び側面１２，１３にて断面
略Ｕ字状の雨水等の排水路が形成されている。側面１２を段状に形成したことで、最底部
に常時排水部１０が形成され、通常程度の降雨であれば、該常時排水部１０を雨水等が流
れるようにした。
【００２８】
　前記軒樋１の係合部１４は、支持材２の軒端に係合されるものであり、更にカバー材３
の下端とも連絡される部位である。
　この第１実施例における係合部１４は、傾斜状の上面と水平状の下面とが鋭角状に連結
され、傾斜状上面の上端を折り返した形状であって、記カバー材３の下端に設けた折り返
し状の軒先端３２と係合状に連絡（接続）されている。なお、その係合部分には、支持材
２にビス固定（ビス３ｃ）された吊子３Ｄが介在されている。
【００２９】
　前記支持材２は、基端が建築物の躯体５Ａに固定されると共に、他端が軒先側へ延在す
る金属板材の折り曲げ加工（成形）品であって、前記軒樋１の内部空間、前記常時排水部
１０の上方に配設される部材である。
　第１実施例における支持材２は、図１（ｂ）に示すように略三角状の平板部２１の上辺
に傾斜面部２２が形成され、側辺に略垂直状の縦面部２３が形成され、該縦面部２３の下
端を略水平状に折り曲げて水平支持面２４が形成され、前記平板部２１には、下方が開放
する溝状空間２０が形成されている。
【００３０】
　前記支持材２の傾斜面部２２は、カバー材３を配設した際にその化粧面３１の裏面側に
位置する部位（受支部）であり、前記縦面部２３は、躯体５Ａに沿わせて固定する固定部
である。そのため、これらの傾斜面部２２、縦面部２３には、３ｂ，ビス２ｂを打ち込む
ための孔２２１，２３１がそれぞれ形成されている。
　また、前記水平支持面２４は、前記軒樋１の建築物側の側面１３の下端（Ｌ字状部分）
１３１を支持する下方取付部であり、前記溝状空間２０の上端付近の段状部分が、前記軒
樋１の側面１３の上端を折り返した部分の下端１３２を掛止状に受ける上方取付部２１１
である。
　さらに、この支持材２の軒端であって、前記軒樋１の係合部１４が係合する略三角状部
分を被係合部２５とした。
【００３１】
　前記軒樋１の開放上面を覆うカバー材３は、前記軒樋１の内部に降雪が堆積したり、落
ち葉等が侵入、堆積したり、鳥類等が巣作りすることを防止する部材であり、通し材でも
複数の組み合わせでもよい。
　第１実施例におけるカバー材３は、図１（ｃ）に示すようにその表面（化粧面３１）に
は雨水を内部へ導く導水口３１１として複数の小径のスリット孔が形成され、その下端で
ある軒先端３２が形成されている。また、この化粧面３１の水上端近くを、ビス３ｂにて
支持材２に固定する固定部３３とし、更にその水上端を外装下地Ｃに連絡される上端部３
４としている。
　前記軒先端３２は、化粧面３１の下端を裏面側へ折り返して前記軒樋１の係合部１４の
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傾斜状上面の上端（支持材２にビス３ｃにて固定した吊子３Ｄを介して）と係合するヘア
ピン状に形成されている。
　前記上端部３４は、化粧面３１の水上端に位置する逆Ｌ字状部分であって、当該第１実
施例では、外装下地５Ｃに固定された軒先唐草５Ｄに取り付け固定されている（固着具は
図示していない）。
【００３２】
　前述の軒樋１、支持材２、カバー材３以外の構成を以下に簡単に説明する。
　図中の５Ａは略垂直状に配設された躯体（鼻隠し壁面）、５ＢはＨ形鋼、５Ｃはその軒
棟方向に敷設された木毛セメント板（外装下地）、５Ｅは天井材、５Ｆは角鋼であって、
６Ａは外装材、６ｃは外装材を保持する吊子、６ｆは外装材の裏面側に配設された断熱材
である。
　そして、横葺き外装材である外装材６Ａは、略平坦状の面板部６１の軒側、棟側に設け
られて相互に係合する軒側成形部６２、棟側成形部６３を備え、外装下地５Ｃに固定され
た吊子６ｃ等にて取り付けられ（敷設され）ている。
　また、前記軒先唐草５Ｄは、外装下地（５Ｃ）の軒先部分に嵌合状に取り付けられ、軒
先側へ延在して外装材６Ａの軒先端を係合させる被係合部と、該被係合部よりも更に軒先
側へ突出して前記カバー材３を固定する被固定部と、を備える（固定具等は図示していな
い）。
【００３３】
　このような構成を備える本発明の軒先構造は、軒樋１の建築物側の側面１３を、建築物
の躯体５Ａに固定した支持材２に取り付け、軒先端に設けた係合部１４を、支持材２の軒
端（軒先端）に係合され、更にカバー材の下端（軒先端３２）と接続しているので、軒樋
１の左右端（１４，１３）を安定に保持できる。さらに、軒樋１とカバー材３との間に支
持材２を介在させたので、下面側から軒樋１を通じて突発的な応力が加えられても、この
支持材２の補強作用で軒樋１の破損等を防止することができる。特に側面視が略三角状の
支持材２を用いてカバー材を支持（受支）するようにした場合には、上面側から突発的な
応力が加えられても、この支持材２の補強作用でカバー材３の破損等をも防止することが
できる。
【００３４】
　しかも、この第１実施例では、前記カバー材３の上端３４が建築物の外装下地Ｃ（に固
定された軒先唐草５Ｄ）に固定されているので、カバー材３は軒樋１ばかりでなく支持材
２をも引っ張るように保持するため、各部材１～３との一体性が極めて高くなり、且つ支
持強度が極めて高くなる。
【００３５】
　また、前記軒樋１の水平面１２２上に、前記支持材２の平板部２１の下端を配設するの
で、常時排水部１０の上方に支持材２が配置されることにより、支持材２の下端が常に雨
水に浸っている状態を回避でき、特に金属板材等の成形品である場合等における腐食等を
極力避けることができる。
【００３６】
　図２（ａ）～（ｃ）に示す第２実施例の支持材２'は、略垂直状に形成される縦面部２
３の上方に、傾斜状縦面部２３'が配置されている点のみが異なる以外は、前記第１実施
例の支持材２と全く同一であるから、図面に同一符号を付して説明を省略する。
　なお、図２（ｄ）には、折り曲げ加工前の展開図を示した。略三角状の平板部２１の上
辺に傾斜面部２２が形成され、側辺に傾斜状縦面部２３'及び縦面部２３が形成され、こ
の縦面部２３の下端を略水平状に折り曲げて水平支持面２４が形成され、下方が開放する
溝状空間２０が形成されている。これらの傾斜面部２２、縦面部２３及び傾斜状縦面部２
３'は、前記平板部２１をそれぞれ略垂直状に折曲して形成されているので、部材として
の強度が高いものであり、これらの傾斜面部２２、傾斜状縦面部２３'には、ビス２ｂ，
３ｂを打ち込むための孔２２１，２３１がそれぞれ形成されている。即ち傾斜面部２２が
受支部であり、傾斜状縦面部２３'が固定部である。
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【００３７】
　図３（ａ）に示す第３実施例の支持材２"は、溝状空間２０"が下方から挿着可能ではな
く、側方から挿着可能である点のみが異なる以外は、前記第１実施例の支持材２と全く同
一であるから、図面に同一符号を付して説明を省略する。
　また、同図に示す軒樋１"は、形状としては前記第１実施例に用いた軒樋１と同様であ
るが、側面１３の下端（Ｌ字状部分）が下方取付部として機能しない（上方取付部が存在
しない）ので、側面１３にビス１ｂを打ち込んで躯体５Ａに固定する以外は、前記第１実
施例の軒樋１と全く同一であるから、図面に同一符号を付して説明を省略する。
【００３８】
　図３（ｂ）に示す軒先構造は、前記第３実施例の支持材２"及び軒樋１"を用いた以外は
、前記図１（ａ）に示した軒先構造と全く同一であるから、図面に同一符号を付して説明
を省略する。
【００３９】
　図４（ａ）に示す軒先構造は、第４実施例の支持材２Ｇと軒樋１Ｇとを用いたものであ
る。この実施例における支持材２Ｇは、前記第２実施例と同様に傾斜状の躯体５Ａ'に適
用する傾斜状縦面部２３'を備えているが、図４（ｃ）の左方に示すようにカバー材３を
受支する傾斜面部２２が連続状ではなく、上端付近と下端付近とに分割して形成されてい
る点が異なる以外は前記第２実施例と全く同様であるから、図面に同一符号を付して説明
を省略する。
　また、この第４実施例における軒樋１Ｇは、図４（ｂ）に示すように部位の寸法が異な
り、且つ軒先形状（係合部１４ｇ）が相違する以外は、前記第１実施例と全く同様である
から、図面に同一符号を付して説明を省略する。即ちこの軒樋１Ｇにおける係合部１４ｇ
は、深い下向きの傾斜状面と浅い下向きの傾斜状面１４１とが連結された形状であって、
側面１２を形成する水平面１２２の軒先端から延在している。そのため、この軒樋１Ｇは
、下り傾斜状の軒先端が形成されることになり、カバー材３を伝う雨水が裏面側へ廻り込
み、更に建築物側（図では右方）へ伝おうとしても傾斜状面１４１にて確実に雨水を落下
させてそれ以上の伝わりを防止できる。
【００４０】
　なお、この図４（ａ）に示す軒先構造は、建築物の外装構造９Ｆが前記図１（ａ）や前
記図３（ｂ）等に示した横葺き外装構造とは異なる横葺き外装構造であるが、この外装構
造９Ｆにおける図中の符号は、８Ｇが横葺き外装材、８Ｈがそれを取り付ける吊子、７Ｄ
が下地（木毛セメント板）、７Ｅが断熱材を示している。
【００４１】
　図４（ｃ），（ｄ）に示す第５実施例の支持材２Ｖは、前記第４実施例の支持材２Ｇを
本体として用い、該本体２ＧにＬ字状の調整片２Ｓをボルト２Ｘ，２Ｙにて組み合わせた
構成である。なお、本体２Ｇの平板部２１及び調整片２Ｓの横面２７には、それぞれ孔２
１２，２７１が形成されている。
　この支持材２Ｖの角度調整は、建築物の躯体５Ａの傾斜角度に適応するものであって、
調整片２Ｓに設けた横面２７を本体２Ｇの平板部２１に接面状に沿わせ、前記孔２１２，
２７１が連通するように取り付け、図４（ｄ）より明らかなようにボルト２Ｘが回転軸と
なり、任意の角度に調整した後に縦面２８を固定するボルト２Ｙが固定ボルトとなるよう
に用いる。
【００４２】
　図５に示す軒先構造は、前記第５実施例の支持材２Ｖを用いたものである。
　この図５軒先構造は、以下の外装構造９Ｄが適用されているが、躯体５Ａ'の傾斜角度
に応じて本体２Ｇに対する調整片２Ｓの角度調整を行って取り付けている。
　前記外装構造９Ｄは、縦葺き外装構造であり、傾斜状に配設された建築物の躯体５Ａ'
の上方に構築されている。
　前記外装構造９Ｄにおける図中の符号は、８Ａが縦葺き外装材、８Ｂがそれを取り付け
る吊子、８Ｃが天井材、７Ａが下地（木毛セメント板）、７Ｂが躯体を示している。
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【符号の説明】
【００４３】
　１，１'  軒樋
　１１　底面
　１２　（軒先側の）側面
　１２１　傾斜面
　１２２　水平面
　１３　（構造物側の）側面
　１４，１４'  係合部
　２，２'，２"，２Ｇ，２Ｖ　支持材
　２Ｓ　調整片
　２ｂ　ビス（固着具）
　２０，２０'  溝状部分
　２１　平板部
　２１１　上方取付部
　２２　傾斜面部（受支部）
　２３，２３'  縦面部（固定部）
　２４　水平支持面（下方取付部）
　２５　被係合部
　３，３'  カバー材
　３ｂ　ビス（固着具）
　３１　化粧面
　３２，３２'  軒先端
　３３　上端部
　５Ａ　躯体（鼻隠し壁面）
　５Ｂ　Ｈ形鋼
　５Ｃ　木毛セメント板（外装下地）
　５Ｄ　軒先唐草
　６Ａ　横葺き外装材
　６１　面板部
　６２　軒側成形部
　６３　棟側成形部
　９Ｄ，９Ｆ　外装構造
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